
◎医療法及び医師法の一部を改正する法律 
（平成三〇年七月二五日法律第七九号）   

一、 提案理由（平成三〇年四月一七日・参議院厚生労働委員会） 

○国務大臣（加藤勝信君） ただいま議題となりました医療法及び医師法の一部を改正

する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 医師数については、戦後一貫して増加している一方、地域間や診療科間の医師の偏在

については今日なおその解消に至っておりません。患者の医療アクセスの向上、医師の

勤務負担の軽減等の観点から、これまで以上に実効性のある医師偏在対策が早急に求め

られている状況を踏まえ、医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設、都道

府県における医師確保対策の実施体制の整備や医師養成過程を通じた医師確保対策の充

実等を通じて、医師偏在の解消等を図り、地域における医療提供体制を確保するため、

この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、医師少数区域等における一定の勤務経験を通じた地域医療に関する知見等を

有する医師を厚生労働大臣が認定する仕組みを創設し、一定の病院の管理者はこの認定

を受けた者であることとします。 

 第二に、医療計画における医師の確保の方針、目標及びその目標の達成に向けた施策

から成る実効的な医師確保計画の策定、都道府県と大学等が連携して医師確保施策を実

施すること等を目的とした地域医療対策協議会の機能強化、効果的な医師の配置調整等

のための地域医療支援事務の見直しなど、都道府県における医師確保対策の実施体制を

整備します。 

 第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲、都

道府県の意見を踏まえ国から医師の研修を行う団体に対して地域医療の観点から必要な

措置の実施を意見する仕組みの創設など、医師養成過程を通じた医師確保対策の充実を

図ります。 

 第四に、地域の外来医療機能の偏在、不足等に対応するため、医療計画における外来

医療の提供体制の確保に関する事項の策定、地域ごとの外来医療関係者の協議の場の設

置、当該協議の場における協議結果の公表等の措置を講じます。 

 第五に、地域医療構想の達成を図るため、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事

の権限の追加等を行います。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日として

います。 

 以上が、この法律案の趣旨でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、 参議院厚生労働委員長報告（平成三〇年五月一八日） 

○島村大君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における



審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保す

るため、都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の

指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講じようとするもの

であります。 

 委員会におきましては、地域の実情を反映した医師偏在指標を定める必要性、医師少

数区域等で勤務した医師の認定制度の実効性、医師養成過程を通じた医師確保対策の在

り方等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細

は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反

対の旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年五月一七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、医師偏在対策を進めるに当たっては、医療の高度化と専門分化、医療安全対策、医

師の働き方改革、新たな専門医制度など、今後の医療の供給に影響を与え得る事項を

総合的に勘案した上で、関係者の意見を尊重しながら、実効性ある対策を継続的に講

ずること。 

二、地域における医療提供体制の確保については、居住する地域によって受けることが

できる医療に格差が生じないよう配慮し、医療従事者の過度の負担に依存するのでは

なく、限りある医療資源を有効に活用するとともに、その課題認識が社会において共

有されるよう必要な対策を講ずること。 

三、病院勤務医の夜間・休日勤務や待機時間の実態を調査した上で、医師等の過労死・

過労自殺等を防止する観点から、医師の地域偏在解消に向けた対策を強力に推進する

とともに、「医師の働き方改革に関する検討会」において取りまとめられた「医師の

労働時間短縮に向けた緊急的な取組」の周知・徹底を図ること。 

四、大学病院の大半が高度の医療の提供等を目的とする特定機能病院であることに鑑み、

勤務する医師が経営上の観点から本来担うべき役割に専念できないような事態が生じ

ないよう、大学病院に対する財政上の措置を含む適切な支援を行うこと。 

五、医師が不足している地域においては看護師等の医療従事者も不足していることが多

いと考えられることから、当該地域においては医師以外の医療従事者の実効性ある確

保策も同時に講ずること。 

六、医師少数区域等で勤務した医師に対する認定の創設に当たっては、認定を受けた医



師や医師派遣の要請に応じて医師を派遣する病院に対する効果的な経済的インセンテ

ィブの付与について検討すること。 

七、都道府県が医師少数区域等を設定するための医師偏在指標を定めるに当たっては、

地域住民の年齢構成の推移、患者の流出入の状況、昼夜人口の変化など、地域の実情

やニーズを適切に反映する客観的なデータを用いて検討を行うこと。 

八、都道府県の地域医療対策協議会の機能強化及び外来医療の提供体制を協議する場の

新設に当たっては、地域医療構想調整会議等の既存の会議と並立して非効率に陥るこ

とのないよう配慮し、都道府県に対して既存の会議との一体的な運用を促すこと。 

九、医師偏在対策は大学医学部における医師養成段階から実施すべきものであることか

ら、厚生労働省と文部科学省が連携して具体的施策を検討し、実施すること。 

十、医師偏在対策に携わる都道府県職員が医療政策に精通し、医師養成を行う大学や地

域の医療機関等と協力・連携しながら地域の実情に即した対策を進めることができる

よう、都道府県に対し適切な支援を行うこと。 

十一、地域における外来医療の需要は短期間で大きく変化し得ることから、外来医療に

係る医療提供体制の確保に関する事項について行う調査、分析及び評価は、地域の実

情に即し、六年を待たず都道府県が主体的に実施できるようにすること。 

十二、離島や山間部等の、医師が不足している地域や病院へのアクセスに困難を伴う地

域の医療においては、遠隔医療が大きな役割を果たすことから、遠隔医療に係る規制

や仕組みの在り方について、安全・安心の確保を前提に検討を行うこと。 

 右決議する。 

三、 衆議院厚生労働委員長報告（平成三〇年七月一八日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました医療法及び医師法の一部を改正する法律案に

ついて、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するた

め、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、医師少数区域等における一定の勤務経験を通じた地域医療に関する知見等を

有する医師を厚生労働大臣が認定する仕組みを創設すること、 

 第二に、都道府県は、医師確保計画を策定するものとすること、 

 第三に、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限を都道府県へ移譲するこ

と 

等であります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る七月十日本委員会に付託され、同日加藤厚生

労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日から質疑に入り、十三日には参考人から

意見を聴取し、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 



 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年七月一三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 医師偏在対策を進めるに当たっては、医療の高度化と専門分化、医療安全対策、医

師の働き方改革、新たな専門医制度など、今後の医療の供給に影響を与え得る事項を

総合的に勘案した上で、関係者の意見を尊重しながら、実効性ある対策を継続的に講

ずること。 

二 地域における医療提供体制の確保については、居住する地域によって受けることが

できる医療に格差が生じないよう配慮し、医療従事者の過度の負担に依存するのでは

なく、限りある医療資源を有効に活用するとともに、その課題認識が社会において共

有されるよう必要な対策を講ずること。 

三 病院勤務医の夜間・休日勤務や待機時間の実態を調査した上で、医師等の過労死・

過労自殺等を防止する観点から、医師の地域偏在解消に向けた対策を強力に推進する

こと。 

四 外科、産婦人科、小児科、救急等の医師が不足する診療科の勤務医に対する勤務環

境改善を更に促進すること。また、特に医師が不足する診療科の女性医師に対しては、

出産・育児等のライフイベントについて特段の配慮が行われるよう必要な措置を講ず

ること。 

五 大学病院の大半が高度の医療の提供等を目的とする特定機能病院であることに鑑み、

勤務する医師が経営上の観点から本来担うべき役割に専念できないような事態が生じ

ないよう、大学病院に対する財政上の措置を含む適切な支援を行うこと。 

六 医師の地域間及び診療科間の偏在を是正するため、平成二十八年以降に新設された

医学部を卒業した医師に対して、その創設の趣旨に則った進路が選択されているか検

証すること。 

七 過疎地域等の医療を守るため、関係地方自治体と協議の上で、自治医科大学医学部

の入学定員の更なる拡充を促すよう必要な対応をとること。 

八 医師が不足している地域においては看護師等の医療従事者も不足していることが多

いと考えられることから、当該地域においては医師以外の医療従事者の実効性ある確

保策も同時に講ずること。また、医師がその高度な医学的専門性を発揮し、本来担う

べき業務に専念できるよう、抜本的なタスクシフトを進めるための具体的取組を検討

すること。 

九 医師少数区域等で勤務した医師に対する認定の創設に当たっては、認定を受けた医

師や医師派遣の要請に応じて医師を派遣する病院に対する効果的な経済的インセンテ

ィブの付与について検討すること。 

十 都道府県が医師少数区域等を設定するための医師偏在指標を定めるに当たっては、

地域住民の年齢構成の推移、患者の流出入の状況、昼夜人口の変化など、地域の実情



やニーズを適切に反映する客観的なデータを用いて検討を行うこと。 

十一 都道府県の地域医療対策協議会の機能強化及び外来医療の提供体制を協議する場

の新設に当たっては、地域医療構想調整会議等の既存の会議と並立して非効率に陥る

ことのないよう配慮し、都道府県に対して既存の会議との一体的な運用を促すこと。 

十二 地域医療対策協議会の運営が円滑に行われ、都道府県の医師確保対策が実効性の

あるものとなるよう、同協議会の運営を支える都道府県の組織の機能強化などについ

て必要な支援を行うこと。 

十三 医師偏在対策は大学医学部における医師養成段階から実施すべきものであること

から、厚生労働省と文部科学省が連携して具体的施策を検討し、実施すること。 

十四 地域医療に志のある学生の入学を推進し、地域枠の医師を当該地域に確実に定着

させる観点から、地域枠については、地域枠以外の入試枠と峻別した上で学生の募集

を促すことによって必要な地域枠学生の確保が確実になされるよう、厚生労働省と文

部科学省が連携して大学及び都道府県に対して必要な対応を行うこと。 

十五 専門医制度を運営する一般社団法人日本専門医機構については、特に専門医の質

の維持向上を図るため、その独立性に配慮すること。 

十六 厚生労働大臣が一般社団法人日本専門医機構に対し意見を述べ又は必要な措置を

要請した場合には、速やかにその内容を公表すること。 

十七 平成三十年度に開始した専門医制度については、医療を受ける立場である国民の

視点に立ち、国においても地域医療への影響と専門医の質との両面から検証を行い、

一般社団法人日本専門医機構等と協力し、必要な対応を行うこと。 

十八 専門医制度については、プロフェッショナルオートノミーに十分に配慮しつつ、

国も医療提供体制の確保等を図る観点から、適切にその責任を果たすこと。 

十九 医師偏在対策に携わる都道府県職員が医療政策に精通し、医師養成を行う大学や

地域の医療機関等と協力・連携しながら地域の実情に即した対策を進めることができ

るよう、都道府県に対し適切な支援を行うこと。 

二十 地域における外来医療の需要は短期間で大きく変化し得ることから、外来医療に

係る医療提供体制の確保に関する事項について行う調査、分析及び評価は、地域の実

情に即し、六年を待たず都道府県が主体的に実施できるようにすること。 

二十一 地域医療構想の実現に向けては、地域医療構想調整会議において、都道府県が

その役割を発揮できるよう好事例を横展開することや、公立・公的医療機関等と民間

医療機関がそれぞれ適切な役割を果たしつつ、医療機能の見直しの検討を進め、地域

の実情を踏まえた構想となるよう、国として支援すること。 

二十二 離島や山間部等の、医師が不足している地域や病院へのアクセスに困難を伴う

地域の医療においては、遠隔医療が大きな役割を果たすことから、遠隔医療に係る規

制や仕組みの在り方について、安全・安心の確保を前提に検討を行うこと。 

 


